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本号で公布された条例のあらまし

◇住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例（京都府条例第37号）（自治振興課）

１　改正の理由
　　情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図
るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16
号）による住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　知事が附票本人確認情報を利用して遂行する条例で定める事務は、本人確認情報を利用して遂行する事務
として条例で定められたものとすることとした。（第７条関係）

　⑵　知事が附票本人確認情報を提供する執行機関は、本人確認情報を提供する執行機関として条例で定められ
たものとし、当該附票本人確認情報の提供に係る事務は、当該執行機関が処理する事務として条例で定めら
れたものとすることとした。（第８条関係）

　⑶　他の執行機関への附票本人確認情報の提供方法については、本人確認情報の提供方法に係る規定を準用す
ることとした。（第９条関係）

　⑷　その他所要の規定整備を行うこととした。（第４条、第10条、別表第２関係）
３　施行期日
　　令和６年７月８日

◇京都府手数料徴収条例及び京都府薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例（京都府条例第38号）
（薬務課）

１　改正の理由

条　　　　　例

○住民基本台帳法施行条例の一部を改正す
る条例　 （自治振興課）    2
○京都府手数料徴収条例及び京都府薬物の
濫用の防止に関する条例の一部を改正す
る条例　 （薬務課）    3
○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活
性化を図るための企業等の立地促進に関
する条例の一部を改正する条例　 （産業立地課）   〃

規　　　　　則

○住民基本台帳法施行細則の一部を改正す
る規則　 （自治振興課）    4

○京都府保健所長に権限を委任する規則等
の一部を改正する規則　 （薬務課）    4
○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活
性化を図るための企業等の立地促進に関
する条例施行規則の一部を改正する規則
　 （産業立地課）    6

告　　　　　示

○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活
性化を図るための企業等の立地促進に関
する条例施行規則第12条の規定により保
育所に準じる施設を定める告示　 （産業立地課）   15
○遊泳区域の指定解除 （丹後広域振興局）   〃
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京都府条例第37号

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

　住民基本台帳法施行条例（平成14年京都府条例第24号）
の一部を次のように改正する。
　第４条の見出し中「執行機関」を「他の執行機関」に
改め、同条中「前条各号に掲げる執行機関」を「知事以
外の府の執行機関（以下「他の執行機関」という。）」に
改める。
　第７条を第10条とし、第６条の次に次の３条を加える。
（附票本人確認情報を利用することができる事務）
第７条　法第30条の44の６第１項第２号に規定する条例
で定める事務は、第２条各号に掲げる事務とする。
（附票本人確認情報を提供する執行機関及び事務）
第８条　法第30条の44の６第２項第２号に規定する条例
で定める執行機関は、第３条各号に掲げる執行機関と
し、同号に規定する条例で定める事務は、当該各号に
掲げる執行機関が行う当該各号に定める事務とする。
（他の執行機関への附票本人確認情報の提供方法）
第９条　第４条の規定は、知事が行う法第30条の44の６

　条　　　　例　

　次に掲げる条例をここに公布する。

　住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
　京都府手数料徴収条例及び京都府薬物の濫用の防止に
関する条例の一部を改正する条例
　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例の一部を改正する条
例

　　令和６年７月８日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

　　大麻取締法（昭和23年法律第124号）及び麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）の一部改正に伴い、
所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　⑴　京都府手数料徴収条例（平成12年京都府条例第１号）
　　ア　大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号。以下「改正法」

という。）の施行の日の前日までの間、準備行為としてなされる改正法附則第６条の規定による大麻草採
取栽培者の免許の申請に対する審査手数料を徴収することとした。（第１条（附則）関係）

　　イ　大麻取締法の題名の改正及び大麻取扱者免許等に係る制度の改正に伴い、所要の規定整備を行うことと
した。（第１条（別表第２）関係）

　⑵　京都府薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年京都府条例第52号）
　　　大麻が麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬に含まれることとなることに伴い、所要の規定整備を行うこ
ととした。（第２条（第２条、第16条）関係）

３　施行期日等
　⑴　施行期日
　　　改正法の施行の日。ただし、２の⑴のアは、令和６年７月８日
　⑵　経過措置
　　　改正法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例により行う事務について所要の経過措置を定めること
とした。

◇京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例の一部を改正する条
例（京都府条例第39号）（産業立地課）

１　改正の理由
　　地域再生法（平成17年法律第24号）及び地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27年総
務省令第73号）の一部改正等に伴い地方における企業の拠点強化に関する課税の特例等が拡充されたこと等に
伴い、所要の改正を行うものである。
２　改正の内容
　　地域再生法の規定により課税の特例等の対象となる施設に追加された、特定業務施設等の新設に併せて整備
される児童福祉施設を不動産取得税軽減の対象とすることとした。（第９条関係）
３　施行期日
　　令和６年７月８日
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麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和
５年法律第84号）附則第３条第１項の規定によりなお
従前の例によることとされる同法第１条の規定による
改正前の大麻取締法」と、「大麻草採取栽培者の免許
の申請に対する審査等」とあるのは「大麻取扱者の登
録事項の変更等」と、「6,830円」とあるのは「3,260円」
とする。

京都府条例第39号

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図
るための企業等の立地促進に関する条例の一部を
改正する条例

　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例（平成13年京都府条
例第40号）の一部を次のように改正する。
　第９条第１項第１号中「次項第１号」の右に「又は第
２号」を加え、同号ウ中「同法第68条の９第８項第６号」
を「法人税法（昭和40年法律第34号）第66条第６項」に、
「中小連結法人」を「中小通算法人」に改め、同号エ中
「従業員が」を「従業員（専ら次項第２号に掲げる施設
の業務に従事する従業員を除く。以下エにおいて同じ。）
が」に改め、同項第２号中「次項第２号」を「次項第３
号又は第４号」に改め、同号イ中「対象設備」の右に「（次
項第３号に掲げる施設に係るものに限る。）」を、「従業
員」の右に「（専ら次項第４号に掲げる施設の業務に従
事する従業員を除く。）」を加え、同条第２項第１号を次
のように改める。
　⑴　地域再生法第５条第４項第５号に規定する特定業
務施設であって、その整備に係る事業が次に掲げる
要件の全てに該当するもの

　　ア　認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
に地域再生法第５条第４項第５号に規定する地方
活力向上地域等特定業務施設整備事業としてその
整備に係る事業が記載されていること。

　　イ　当該特定業務施設が府の区域外から府内に移転
して新設され、又は増設されるものであること。
ただし、当該特定業務施設と同種の業務施設を府
内に有していないと認められる場合に新設され、
又は増設されるものであるときは、この限りでな
い。

　第９条第２項第２号中「除く」の右に「。第５項にお
いて「特定地域業務施設」という」を加え、同項中同号
を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。
　⑵　前号に掲げる施設の新設に併せて整備される地域
再生法第５条第４項第５号に規定する特定業務児童
福祉施設であって、その整備に係る事業が当該新設
をされる施設に係る認定地方活力向上地域等特定業
務施設整備計画に記載されているもの

　第９条第２項に次の１号を加える。
　⑷　前号に掲げる施設の新設に併せて整備される当該
施設の従業員の児童に係る保育所その他の規則で定

第２項（第２号に係る部分に限る。）の規定による法
第30条の41第４項に規定する都道府県知事保存附票本
人確認情報のうち住民票コード以外のものの他の執行
機関への提供について準用する。
　別表第２中「知事以外の府の」を「他の」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

京都府条例第38号

京都府手数料徴収条例及び京都府薬物の濫用の防
止に関する条例の一部を改正する条例

（京都府手数料徴収条例の一部改正）
第１条　京都府手数料徴収条例（平成12年京都府条例第
１号）の一部を次のように改正する。
　　附則に次の１項を加える。
　（大麻草採取栽培者の免許の申請に対する手数料）
　８　大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を
改正する法律（令和５年法律第84号）の施行の日の
前日までの間に限り、同法附則第６条の規定による
大麻草採取栽培者の免許の申請に対する審査につい
ては、１件につき6,830円の手数料を徴収する。

　　別表第２の４の項中「大麻取締法」を「大麻草の栽
培の規制に関する法律」に、「大麻取扱者免許」を「大
麻草採取栽培者の免許」に改める。
（京都府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正）
第２条　京都府薬物の濫用の防止に関する条例（平成26
年京都府条例第52号）の一部を次のように改正する。
　　第２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、同条
第３号中「第２条第１号」を「第２条第１項第１号」
に、「麻薬、同条第４号」を「麻薬（同条第２項の規
定により麻薬とみなされる物を含む。）、同条第１項第
４号」に、「同条第６号」を「同項第６号」に改め、
同条中同号を第２号とし、第４号から第７号までを１
号ずつ繰り上げる。
　　第16条第１項中「第６号」を「第５号」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締
法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号。以下
「改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、
第１条中京都府手数料徴収条例附則に１項を加える改
正規定は、公布の日から施行する。
２　改正法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例
によることとされる改正法第１条の規定による改正前
の大麻取締法（昭和23年法律第124号）に基づく大麻
取扱者の登録事項の変更等の事務についての第１条の
規定による改正後の京都府手数料徴収条例別表第２の
４の項の規定の適用については、同項中「大麻草の栽
培の規制に関する法律」とあるのは「大麻取締法及び
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正する規則

　　令和６年７月８日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第40号

住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

　住民基本台帳法施行細則（平成14年京都府規則第32号）
の一部を次のように改正する。
　第１条中「住民基本台帳法施行条例」を「別表第１の
左欄に掲げる住民基本台帳法施行条例」に改め、「）別
表第１」の右に「の各項」を、「事務は、」の右に「同欄
に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ」を加える。
　第２条中「もの」を「事務」に改める。
　第３条の前の見出し中「知事以外の」を「他の」に改
め、同条中「条例別表第２」を「別表第３の左欄」に、
「別表第３」を「同表」に改める。
　第４条中「もの」を「事務」に改める。
　第５条を次のように改める。
（本人確認情報等の提供方法）
第５条　条例第４条第１号及び第２号（これらの規定を
条例第９条において準用する場合を含む。）の規定に
よる送信又は送付の方法は、電気通信回線を通じた送
信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスク
への記録及びその保存の方法に関する技術的基準（平
成14年総務省告示第334号）に基づき、電子計算機を
操作する方法とする。
　別表第２の３の項中「進学準備給付金」を「進学・就
職準備給付金」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

める児童福祉施設であって、その整備に係る事業が
当該新設をされる施設に係る同号の認定に係る計画
に記載されているもの

　第９条第４項中「第２項第２号」を「第２項第３号及
び第４号」に、「特定整備事業」を「特定地域整備事業」に、
「同号に規定する」を「当該特定地域整備事業の実施に
関する」に改め、同条第５項中「特定整備事業」を「特
定地域整備事業」に改め、同項第１号中「の事業」を「に
規定する事業（当該特定地域整備事業に同項第４号に規
定する事業が含まれるときは、同項第１号及び第２号に
規定する事業）」に改め、同項第２号中「業務施設が」
を「特定地域業務施設が」に改め、同号ただし書中「業
務施設と」を「特定地域業務施設と」に改め、同項第３
号中「（当該」を「（専ら第２項第４号に掲げる施設の業
務に従事する従業員を除く。以下この号において同じ。）
（当該」に、「業務施設」を「特定地域業務施設」に、「特
定整備事業」を「特定地域整備事業」に改め、同条第７
項中「特定整備事業」を「特定地域整備事業」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　規　　　　則　

　次に掲げる規則をここに公布する。

　住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則
　京都府保健所長に権限を委任する規則等の一部を改正
する規則
　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例施行規則の一部を改

京都府規則第41号

京都府保健所長に権限を委任する規則等の一部を改正する規則

（京都府保健所長に権限を委任する規則の一部改正）
第１条　京都府保健所長に権限を委任する規則（昭和55年京都府規則第21号）の一部を次のように改正する。
　　別表の１の前に次のように加える。
　備考　この表の１から５までの各表の右欄の用語の意義及び字句の意味は、それぞれこれらの表の左欄に掲げる法令

における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
　　別表の１の表、２の表、３の表及び４の表中
　「

」

を
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　「

」

に改め、別表の５の表中

　「

」

を

　「

」

に改め、同表大麻取締法（昭和23年法律第124

 号）の項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「その他の」を「当該」に改め、同表麻薬及
び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）の項の⑴中「その他の」を「当該」に改める。
（京都府手数料徴収条例施行規則の一部改正）
第２条　京都府手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府規則第３号）の一部を次のように改正する。
　　別表第２の４の項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「大麻取扱者免許の」を「大麻草
採取栽培者の免許の」に、「大麻取扱者免許申請手数料」を「大麻草採取栽培者免許申請手数料」に改め、同表の５
の項中「大麻取締法第10条第５項」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第６条第３項」に、「大麻取扱者の」を「大
麻草採取栽培者の」に、「大麻取扱者登録変更手数料」を「大麻草採取栽培者登録変更手数料」に改め、同表の６の
項中「大麻取締法第10条第６項」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第７条第３項」に、「大麻取扱者免許証の」
を「大麻草採取栽培者の免許証の」に、「大麻取扱者免許証再交付手数料」を「大麻草採取栽培者免許証再交付手数料」
に改める。
（京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則の一部改正）
第３条　京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則（平成27年京都府規則第３号）の一部を次のように改正する。
　　第５条第１号イ中「第６号」を「第５号」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号。以下「改正法」
という。）の施行の日から施行する。
２　改正法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第１条の規定による改正前の大麻取
締法（昭和23年法律第124号）第10条第５項の規定による大麻取扱者の登録事項の変更及び同条第６項の規定による
大麻取扱者の免許証の再交付の事務についての第２条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則（以下「新
規則」という。）別表第２の５の項及び６の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新規則の規定中同表
の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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京都府規則第42号

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則の一部を改正
する規則

　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業等の立地促進に関する条例施行規則（平成14年京都府
規則第２号）の一部を次のように改正する。
　第11条の見出しを「（条例第９条第２項第３号の規則で定める業務施設）」に改め、同条中「第９条第２項第２号」を
「第９条第２項第３号」に改め、同条第１号中オを削り、カをオとし、同号に次のように加える。
　　カ　商業事業部門（当該業務施設における当該部門の業務が、その顧客と直接対面する方法によらずに、専ら情報

通信技術を活用して行われるものに限る。）
　　キ　情報サービス事業部門
　第15条を第16条とする。
　第14条第１項中「特定整備事業実施計画実施状況報告書」を「特定地域整備事業実施計画実施状況報告書」に改め、
同条を第15条とする。
　第13条の見出し中「特定整備事業」を「特定地域整備事業」に改め、同条中「特定整備事業実施計画変更認定申請書」
を「特定地域整備事業実施計画変更認定申請書」に改め、同条を第14条とする。
　第12条の見出し中「特定整備事業」を「特定地域整備事業」に改め、同条中「特定整備事業実施計画認定申請書」を
「特定地域整備事業実施計画認定申請書」に改め、同条を第13条とする。
　第11条の次に次の１条を加える。
（条例第９条第２項第４号の規則で定める児童福祉施設）
第12条　条例第９条第２項第４号に規定する規則で定める児童福祉施設は、同項第３号に掲げる施設の従業員（専ら同
項第４号に掲げる施設の業務に従事する従業員を除く。）であって常時雇用されるものの児童のために使用されるこ
とが主たる目的とされている児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１項に規定する保育所その他これに準じ
る施設で知事が別に定めるものをいう。
　
別記第２号様式の（その１）中「供さない」を「供しない」に改め、同様式の（その２）中

「１　取得した不動産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑴　土地　　　　」

を
「１　取得した不動産
　　　⑴　特定業務施設又は特定地域業務施設
　　　　ア　土地　　　　　　　　　　　　　」

に、「⑵　家屋等」を「　イ　家屋等」に改め、「・研究所」を削り、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を
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「

」
に、「⑴　特定業務施設等」を「⑴　特定業務施設又は特定地域業務施設」に改め、「該当する従業員」の右に「の計画
認定」を加える。
　別記第３号様式の（その１）中「供さない」を「供しない」に、「家屋に係る」を「家屋を含む府内に所在する全て
の事業所における」に、「⑵　その他機械装置等の取得に係る領収書及び写真等知事が必要と認める書類」を
「⑵　家屋の取得に係る領収書並びに当該家屋の外観及び全ての部屋の内部の状況が分かる写真
　⑶　機械装置等の取得に係る領収書及び当該機械装置の写真等知事が必要と認める書類　　　」

に改め、同様式の（そ

の２）中
「１　取得した不動産

　　「１　取得した不動産
　　　　　

　⑴　土地　　　　」
を　　⑴　特定業務施設又は特定地域業務施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　土地　　　　　　　　　　　　　」
に、「⑵　家屋等」を「　イ　家屋

等」に改め、「・研究所」を削り、
「

」

を
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「

」

に、

「

」
を

「

」
に、「⑴　特定業務施設等」を「⑴　特定業務施設又は特定地域業務施設」に、「⑵　その他家屋以外の設備の取得に係

る領収書及び写真等知事が必要と認める書類」を
「⑵　家屋の取得に係る領収書並びに当該家屋の外観及び全ての部屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶　家屋以外の設備の取得に係る領収書及び当該設備の写真等知事
の内部の状況が分かる写真
が必要と認める書類　　　」

に改める。

　別記第４号様式の（その２）中「第９条第１項」を「（以下「条例」という。）第９条第１項」に、「同条例」を「条例」に、
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「

」
を
「

」
に改める。
　別記第６号様式中「（第12条関係）」を「（第13条関係）」に、「特定整備事業実施計画認定申請書」を「特定地域整備
事業実施計画認定申請書」に、「の特定整備事業」を「の特定地域整備事業」に、「特定整備事業の実施に関する計画　
別紙」を「特定地域整備事業の実施に関する計画　別紙」に改め、「写し」の右に「及び登記事項証明書」を加え、
「⑷　登記事項証明書
　⑸　⑴から⑷までに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める書類」

を「⑷　⑴から⑶までに掲げるもののほか、

知事が特に必要と認める書類」に改め、同様式の（別紙）を次のように改める。
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　別記第７号様式中「（第13条関係）」を「（第14条関係）」に、「特定整備事業実施計画変更認定申請書」を「特定地域
整備事業実施計画変更認定申請書」に、「特定整備事業実施計画に」を「特定地域整備事業実施計画に」に改める。
　別記第８号様式中「（第14条関係）」を「（第15条関係）」に、「特定整備事業実施計画実施状況報告書」を「特定地域
整備事業実施計画実施状況報告書」に、「特定整備事業実施計画に」を「特定地域整備事業実施計画に」に、「特定整備
事業実施計画の実施状況　別紙」を「特定地域整備事業実施計画の実施状況　別紙」に、「注　特定業務施設等」を「注
　特定地域業務施設及び併せて整備する児童福祉施設（以下「特定地域業務施設等」という。）」に改め、同様式の（別紙）
中「特定整備事業実施計画」を「特定地域整備事業実施計画」に、「１　特定業務施設等」を「１　特定地域業務施設等」
に、「⑴　特定業務施設等の」を「⑴　特定地域業務施設等の」に、「⑵　特定業務施設等」を「⑵　特定地域業務施設」に、
「

」
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を
「

」

に、「特定業務施設等に」を「特定地域業務施設に」に改め、同様式の（別紙）に次のように加える。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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　　　附　則

　この告示は、令和６年７月８日から施行する。

京都府告示第360号

　京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に
関する条例（平成26年京都府条例第７号）第８条第３項
の規定により、遊泳区域を指定する告示（令和６年京都
府告示第340号）で指定した次の遊泳区域について、指
定を解除する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場
所において縦覧に供する。

　令和６年７月８日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　区域

海水浴場の名称 所在地 区域の表示

泊海水浴場 与謝郡伊根町字泊 次の図のとおり

２　縦覧場所　京都府文化生活部安心・安全まちづくり
推進課及び京都府丹後広域振興局地域連携・振興部宮
津地域総務防災課

　告　　　　示　

京都府告示第359号

　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例施行規則第12条の規
定により保育所に準じる施設を定める告示を次のように
定める。

　　令和６年７月８日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図
るための企業等の立地促進に関する条例施行規則
第12条の規定により保育所に準じる施設を定める
告示

　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例施行規則（平成14年
京都府規則第２号）第12条の規定による保育所に準じる
施設は、次に掲げる施設とする。
　⑴　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３

第２項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施
設

　⑵　児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預か
り事業を行う施設

　⑶　児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保
育事業を行う施設（同項第１号に規定する家庭的保
育者の居宅を除く。）

　⑷　児童福祉法第６条の３第10項に規定する小規模保
育事業を行う施設

　⑸　児童福祉法第６条の３第12項に規定する事業所内
保育事業を行う施設（同項第１号ハに掲げる施設を
除く。）

　⑹　児童福祉法第６条の３第13項に規定する病児保育
事業を行う施設

　⑺　児童福祉法第59条の２第１項に規定する施設（同
項の規定による届出がされるものに限る。）のうち、
同法第６条の３第９項に規定する業務を目的とする
もの（同項第１号に規定する家庭的保育者の居宅を
除く。）、同条第10項に規定する業務を目的とするも
の若しくは同条第12項に規定する業務を目的とする
もの（同項第１号ハに掲げる施設を除く。）又は同
法第39条第１項に規定する業務を目的とするもの

　⑻　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第
２条第６項に規定する認定こども園（同条第７項に
規定する幼保連携型認定こども園を除く。）

　⑼　前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室そ
の他の子育てに関する施設
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